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広島市・福山市「全事業所ＰＣＲ検査集中実施」について（協力要請） 

 

本県では，３月下旬から感染者の新規報告者数(直近１週間の10万人当たり)が漸増

傾向（拡大の兆候）となって以降，昨年12月初旬と同様に感染拡大が続いています。 

 

全国の状況を見ると，４月23日には３回目の「緊急事態宣言（４都府県）」が発出さ

れたほか，７県において「まん延防止等重点措置」が実施され，更にいくつかの県が

当該重点措置の適用を要請するなど，感染状況は悪化してきています。 

 

本県における４月初旬以降の感染の推定経路を見ると，「職場内」「飲食関係」「家庭

内」の３つの経路の割合が高く，持ち込まれたウイルスがそれぞれの場において更な

る感染を引き起こしているケースが多くあります。また，新規感染報告者数も増加し

続けており，今後はゴールデンウィーク期間中における人出の増加を原因とした感染

者の急増も懸念されるところです。 

 

こうしたことから，本日，広島市とともに感染者が急増している福山市を対象とし

た「全事業所ＰＣＲ検査集中実施」を行うこととし，新型インフルエンザ等対策特別

措置法第24条第９項に基づいて， 

・広島市及び福山市の事業所（従業員10人以上）に対して，別紙の方法により当該 

従業員がＰＣＲ検査を受け，事業所単位で取りまとめていただくこと 

への協力を要請したところです。 

 

本要請は，新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施するために，対策

本部長として協力を求めるものです。 

つきましては，広島市内及び福山市内に所在する全ての事業所や事務所の方々が，

対策期間中に積極的にＰＣＲ検査を受けていただくよう，貴団体の構成員に周知して

ください。（従業員10人未満の事業所は，県ＰＣＲセンターやモニタリング参加薬局

で受検できます。） 

 

担当：商工労働局商工労働総務課 

電話：(082)513-3311 



 

 

 

 

別紙 

 

「全事業所ＰＣＲ検査集中実施」の概要 

 

【広島市】広島市全事業所集中実施 ～対象は約４０万人～ 

実 施 期 間 
予約受付：5/6（木）～5/23（日） 

検査実施：5/10（月）～5/28（金） 

検 査 対 象 者 広島市内の事業所（従業員 10 人以上）に勤務する者 

対 象 人 数 12,000 事業所：40 万人（目標 20 万人以上） 

実 施 方 法 

・予約ホームページにより入力 

・検査キットを事業所に送付 

・検査当日朝，自宅でだ液を採取し事業所に提出（午前） 

・午後，事業所を訪問して検体を回収し，検査を実施 

・回収した翌々日に陽性者に電話連絡 

（陰性者の場合は，ホームページで結果報告） 

問 い 合 わ せ 
・県ホームページのトップに掲載中です。 

・事務局 ＴＥＬ082-207-2322（7：00～21：00） 

 

 

【福山市】福山市全事業所集中実施 ～対象は約１６万人～ 

実 施 期 間 
予約受付：5/13（木）～5/23（日） 

検査実施：5/19（水）～5/28（金） 

検 査 対 象 者 福山市内の事業所（従業員 10 人以上）に勤務する者 

対 象 人 数 5,000 事業所：16 万人（目標 8 万人以上） 

実 施 方 法 

・予約ホームページにより入力 

・検査キットを事業所に送付 

・検査当日朝，自宅でだ液を採取し事業所に提出（午前） 

・午後，事業所を訪問して検体を回収し，検査を実施 

・回収した翌々日に陽性者に電話連絡 

（陰性者の場合は，ホームページで結果報告） 

問 い 合 わ せ 
・県ホームページのトップに掲載中です。 

・事務局 ＴＥＬ082-207-2322（7：00～21：00） 

 

 

 


